
１　はじめに

スーダン西部・ダルフール地方における人道的危機の状況は，２００４年夏には

世界が注目するところとなった。米国議会においてはスーダン政府による「ジ

ェノサイド」を糾弾する決議がなされた。英国政府関係者からは必要であれば

英国が５０００人規模の軍隊を派遣する用意がある旨の言及がなされた。

スーダン政府はダルフール地方においてジェノサイドと呼べるような事態は

起きていない旨主張，避難民の帰還のため政府が必要な努力をしていると訴え

ている。しかしながら，ジャンジャウィードと呼ばれる民兵組織がダルフール

地方の村々において住民の虐殺を行っていること，スーダン政府がこれを阻止

するための効果的な措置をとっていないことが報告されている１。ジャンジャ

ウィードの組織は１２０００名規模の兵士を有しているとされ，スーダン政府がこ

れを実効的に統制できるか疑問であるとされる。

ダルフール地方にはおよそ１６０万人の避難民が存在するとされているが，紛

争の中で農耕の時期を逸したため，世界食糧計画やNGO等による外部からの食

糧援助なくしては生存が危機に脅かされている状況である。また，伝染病の蔓

延の危険性も警告されている。

そもそもスーダンは１９８３年以降の第二次内戦に限って計算しても今日まで２０

年以上にわたって内戦の状況にあったことになる。「スーダン人民解放軍・ス

ーダン人民解放運動 the Sudan People’s Liberation Army / the Sudan
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People’s Liberation Movement」（SPLA / SPLＭ）は１９８３年６月にヌマイリー

政権打倒を目指し南部で結成された２。この内戦については最近，ようやく政

府とSPLA / SPLＭとの間で停戦合意が成立したところである。しかしながら，

ダルフール危機はこの南北間の対立とは異なった構図の中，とくに２００３年以降，

ともにムスリムであるアラブ系民兵組織によるアフリカ系住民の虐殺という事

態が展開している３。

本稿においてはダルフール地方における人道的危機に国際社会がどのように

対処していくことが可能であるか，とくに国連およびNGOによる人道的援助を

実効的なものとするためにはどのような可能性があるのかという点について検

討したいと考えている。「イデオロギー的には，内戦は『スーダンとは何か，

スーダン人とはだれか』という問いをめぐる争いである」との指摘があるが４，

そのような状況下，国際社会はどのような役割を果たすことが可能であろうか。

２　ダルフール危機の現状

ダルフール地方における人道的危機の被害者が現時点においてどの程度の規

模になっているのかという点については正確な情報がない。民兵組織による直

接的な虐殺による犠牲者数よりも，居住地域を追われ避難民となった後に，飢

餓や伝染病によって生命を失う者の数のほうが圧倒的に多いであろうことは容

易に推測できるところである。援助関係者によれば３０万人規模の犠牲者が見込

まれるとの見積もりもある５。チャドへ逃れたスーダン難民に対する聞き取り

調査によれば，ダルフール地方においてアフリカ系住民の居住地の飲料用水に

毒が投げ込まれ，穀物が焼かれ，家畜が盗まれるなど，ライフラインに対する

直接的な攻撃が行われている模様である。

加害者とされるアラブ系民兵組織・ジャンジャウィードに対してはスーダン

政府からの援助がなされていたとの報道もある。すなわちスーダン政府は自ら

創り出した組織に対し，もはや統制する力を失っているのであるとする見解で

ある。
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国際社会はダルフールにおける人道的危機に対応すべく，様々な努力を重ね

てきている。２００４年７月，アナン国連事務総長やパウエル米国国務長官による

ハルツーム訪問を受けて，スーダン政府はアフリカ連合によるダルフール地方

への軍事監視団の増派に合意した。１１月にはスーダン政府とSPLMとの間に二

つの協定が調印され，ここでダルフール上空に軍用機飛行禁止空域を設定する

ことと，人道的状況を改善することについて合意がなされた。また，安保理は

ケニアにおいて公式会合を開催し，スーダン政府と反政府勢力に対し，和平を

迫る決議１５７４を採択した。これを受けて，２００４年１２月３１日にはケニアにおいて

スーダン政府とSPLMの間で包括的和平合意に関する残された二つの議定書に

署名がなされた。

このような包括的和平達成に向けての肯定的な進展にも拘わらず，ダルフー

ル地方の人道状況については依然として改善が見られないとの報告がNGO等か

ら多くなされている。ヒューマンライツウオッチの分析によれば，安保理決議

の効果はダルフール危機に関しては限定的なものであって，スーダン政府およ

びジャンジャウィードの行動を根本的に変更するには至っておらず，実効的な

措置をとることが必要であるとされる６。アフリカ系住民の安全が確保され，

避難民の帰還と農耕への従事が可能とならない限り，２００５年においてダルフー

ルの人道的危機はさらに深刻な状況になることが予測される。

３　安全保障理事会の対応

ダルフール危機に関する安保理の対応に関しては，４つの安保理決議につい

て指摘することができるであろう。

まず，２００４年６月１１日の安保理決議１５４７の概要は以下の通りである７。

前文においては「２００４年６月５日，ナイロビにおいてスーダン政府とSPLM/A

の間で署名されていた６つの議定書に対する合意を確認する宣言に署名がなさ

れたことを歓迎し」，「政府間開発機構（IGAD），とくにスーダン小委員会の議

長国であるケニア政府の作業を賞賛し」，「すべての暴力行為，人権および国際
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人道法違反を非難」している。北東アフリカの地域機構であるIGADはOAUと

連携しつつ，ケニア，エチオピア，ウガンダ，エリトリア等の国々が中心とな

って調停役を果たしてきていた８。

主文においては「国連事務総長によるUNAMIS（United Nations Advance

Mission in Sudan）設置の提案を歓迎し」，「包括的和平合意の実施を支持する

ための国連平和支援活動の設置を検討する準備があることを宣言し」，「ダルフ

ールと上ナイルにおける戦闘を終了させるために当事者が影響力を行使すべき

であるとの国連事務総長の結論を支持」するとしている。

しかしながら，ダルフール危機はさらなる深刻化をみせていく。スーダンの

事例は「内戦が頻発するなかで，反政府勢力側も一枚岩的な組織が崩れ，離合

集散を繰り返すようになっている」事例としてとらえられるが９，ダルフール

危機と和平合意の効果との間に直接的なリンクを見出すことができるか否かと

いう問題点が指摘されている。

次に２００４年７月３０日の安保理決議１５５６について注目すべき点をあげるならば

以下の通りである10。

前文においては，「ダルフールにおけるアフリカ連合の指導的役割と関与を

歓迎・支持し」，「とくにジャンジャウィードによる一般市民に対する暴力行為，

人権および国際人道法違反を非難し」，「スーダン政府に自らの領域内における

人権尊重と法と秩序の維持について第一義的責任があることを想起し」，「スー

ダン政府がジャンジャウィードの武装解除のためにスーダン政府軍を動員する

誓約をしたことを強調し」，「スーダンの状況は国際の平和と安全および地域の

安定に対する脅威であると決定し」，「国連憲章第７章のもとに行動する」とし

ている。

主文においては「スーダン政府に対し人道援助の促進を含む誓約の履行を求

め」，「アフリカ連合による国際監視団の派遣を支持し」，「紛争当事者間で政治

的合意が結ばれるよう要求し」，「スーダン政府に対しジャンジャウィードの武

装解除，ジャンジャウィード指導者の処罰等の誓約を履行するよう要求し」，

「スーダン政府による不遵守の場合には国連憲章４１条のもとの措置を含むさら

なる措置を検討するため国連事務総長に対し一ヶ月後の進捗状況の報告を求
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め」，「諸国がジャンジャウィードを含むダルフール地方の非政府団体等への武

器供与を阻止するための必要な措置をとるべきであることを決定」している。

続いて２００４年９月１８日に採択された安保理決議１５６４について注目すべき点は

以下の通りである11。

前文においては，「国連事務総長の報告において，スーダン政府が安保理決議

１５５６の誓約を完全に履行していないことに懸念を表明し」，「アフリカ連合によ

る監視団の増強に関する要請を歓迎し」，「スーダン政府が人道的援助において

国連との協力を拡大していることを認識し」，「ジャンジャウィードの武装解除

に関する進展の欠如を憂慮し」，「ダルフールの人々の苦難を終わらせるために

可能なすべてのことをする決意を表明し」，「国連憲章７章のもとで行動する」

としている。

主文においては「紛争当事者間で政治的合意が結ばれるよう要求し」，「スー

ダン政府がジャンジャウィード指導者の処罰を行うよう要求し」，「国連事務総

長に対し国際人道法，国際人権法違反の調査のための国際調査委員会の設置を

要求し」，「スーダン政府による安保理決議１５５６の不履行を受けて，国連憲章４１

条に規定されている追加的措置，たとえばスーダンの石油部門やスーダン政府

関係者に影響を与えるような措置を考慮すべきである旨宣言」している。

以上の安保理決議１５５６と１５６４は「国連憲章４１条のもとの措置」，すなわち石油

禁輸措置や政府関係者の旅行制限措置等を考慮すべきであるとしているが，こ

れらの決議自体が経済制裁措置を決定したものではないという点が重要である。

安保理において中国やフランス等が経済制裁措置の実施に対しては消極的であ

った。両国のエネルギー戦略への考慮が要因であるとの見方もある。

さて，安保理決議１５７４は２００４年１１月１９日に採択されたものであるが，安保理

公式会合がケニアの首都ナイロビで開催されるという異例の採択経緯を経たも

のである12。これはスーダン政府およびSPLM（SPLA）に対し，和平合意への

圧力をかけることが目的であったとされるが，両当事者間の合意は２００４年１２月

３１日に成立しており，この点においては目的を達成したものと見ても良いであ

ろう。しかしながら問題はダルフール地方における人道的危機がそれにも拘わ

らず継続している点である。２００５年１月７日の国連事務総長報告書においては，
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ダルフール地方における民兵組織による反政府勢力に対する攻撃が継続してお

り，これに政府が関与している旨の批判があることを報告している13。

安保理決議１５７４の概要は以下の通りである。

前文においては，「当事者が速やかに包括的和平合意を結ぶように奨励し」，

「ダルフール地方における人道的大惨事に対し重大な懸念を表明し」，「スーダ

ン情勢とその国際の平和と安全，地域の安定への関わりを深く憂慮」するとし

ている。

主文においては，「スーダン政府とSPLM/Aの包括的和平合意に達するための

努力に対して強い支持を宣言し」，「包括的和平合意が署名された後，国連平和

支援活動の設置を検討する準備があることを確認し」，「アフリカ連合が監視団

の人員を３３２０名に増強する決定を強く支持し」，「さらなる人権監視団のダルフ

ールへの派遣の重要性を確認」している。

２００５年１月９日，ナイロビにおいてスーダンのタハ副大統領とSPLAのガラ

ン大佐との間で正式に包括的和平協定に調印がなされた。包括的和平協定は６

年間の暫定統治の後，南部で分離独立の是非を問う住民投票を実施する内容と

なっている。安保理はこれまでのUNAMISの活動を受けて，国連PKOとしての

「国連スーダン派遣団（UNMISUD）」の設置に取り掛かっているところである。

２００５年１月１１日，プロンク国連事務総長特別代表は安保理におけるブリーフ

ィングの中で，ダルフール地方における人道的危機は包括的和平協定の調印に

もかかわらず悪化する危険性があり，これに対処するためAU監視軍の増強の

必要性をうったえた14。

４　実効的な人道的援助のために

２００４年夏の時点においては，少なくとも表面上は米国，英国の政府関係者か

らいわゆる「人道的介入」に関する言及がなされるような状況があった。しか

しながら実際的には当時の安保理の状況においても，また，現時点においても

ダルフール地方における人道的危機を解決するために武力行使をともなう「人
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道的介入」を容認する安保理決議が採択される可能性は低いであろう。１９９２年

以降のソマリア情勢とスーダンの現状は「中央政府の存在」という一点におい

ても大きく異なっている15。

他方，安保理決議による容認を得ずに，１９９９年にはNATO諸国によってコソ

ヴォ紛争に関連してユーゴスラヴィア空爆が行われ，その合法化，正当化の論

拠として「人道的介入」が使用されたことも記憶に新しい。しかしながら，ス

ーダン政府とSPLM/Aの間で包括的和平協定が正式調印された現在，ダルフー

ル危機に対し，いかに国際世論が盛り上がりをみせようとも，武力行使をとも

なう「人道的介入」を行う政治的意思は国際社会にはないであろう。

包括的和平協定の調印がダルフール危機に対しても紛争停止の効果をもたら

し，アフリカ連合および国連のPKO活動に対してスーダン政府，SPLM/A等の

政治勢力の全面的な協力が得られ，国連およびNGOによる人道的援助活動がダ

ルフール地方においても順調に行われるという展開が最善のシナリオである。

しかしながら，すでに論じた通り，実際には現在でも紛争当事者間においては

武力攻撃がたびたび行われており，人道的援助を阻害している旨の報告が国連

からもなされている状況である16。人道的援助を行う国連やNGOのスタッフを

保護するためにPKO，場合によっては多国籍軍の活動が必要であるという展開

になれば，ボスニア・ヘルツェゴヴィナ，ソマリア，ルワンダ等の事例が想起

される。そして，ダルフール危機にはアラブ系とアフリカ系の民族間の対立で

はあるが宗教的には両当事者ともにムスリムであるという特殊性がある。そし

て，スーダンについてはそのイスラム化の経緯から，スーダンのイスラム教そ

のものが多様性を有する点が指摘されている17。そこにおいて国連が「欧米主

導」ととらえられた時にどのような展開を辿ることになるのか，スーダンの石

油資源を軸とした米中対立が何らかの影響を与えていくのか，また日本の果た

すべき役割は何であるのか，今後，集中的な検討を要する問題であると考えら

れる。

人道的援助の分野において，現在，課題とされていることは，冷戦後の民族

紛争等への対応の中で，「援助の軍事化」と呼ぶべき現象が起きてきているこ

とである18。紛争地域における人道的援助の遂行のために人道援助団体が武装
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集団によって護衛されなければならないという矛盾は，諸刃の剣として人道援

助団体の中立性を失わせ，しばしば人道援助団体を危険に晒す結果をもたらす。

しかし，今日，紛争下の人道的援助において「戦争と人道的活動は一体化して

いる」ことを認識せざるを得ない局面もあろう19。

また，２００４年１１月，UNICEFからはダルフール地方において避難民に対し，

警察や武装兵士が強制移動を迫っている旨の報告がなされた。国連事務総長は

これに抗議する声明を発出したが，今後，このような事態が継続した場合に，

人道援助団体は困難な選択に直面する可能性もある。すなわち，いわゆる

advocacyに集中してスーダン政府の行動を糾弾し，関係を悪化させるのか，

このような事態を黙認して限定的な意味でのhumanitarian assistanceに特化

していくのかという困難な選択である。１９８５年当時，エチオピアにおいて国境

なき医師団とセイヴザチルドレンが直面し，その対応が分かれた事態に酷似し

た状況が再現される可能性がある20。これはNGOのみならず国連の人道諸機関

も抱えているジレンマであると言うことができるであろう。

１９８０年代，１９９０年代のスーダンにおける人道的援助活動の問題点として，援

助が外部勢力による介入ととらえられて，現地における充分な協力体制が構築

できなかった点21や，「女性の教育」といった社会開発の視点が充分ではなかっ

た点が指摘されている22。

これまでの国連機関，NGOによるスーダンにおける長期の人道的援助の経験

をふまえてより実効的な援助戦略を構築することが急務である。

５　おわりに

２００４年１２月３１日，アナン国連事務総長は概略以下のような声明を発出してい

る23。

「南北和平プロセスの最後の二つの合意がスーダン政府とSPLMの間で署名

されたことを歓迎する。政府間開発機構およびケニア政府の努力を感謝する。

包括的和平合意の正式調印を心待ちにしている。包括的和平合意はスーダンの
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新しい平和の時代を招来するものであり，そこにおいて国連は重要な役割を果

たす準備がある。」

ダルフール危機を含むスーダン紛争の全面的な解決に向けて，２００５年，国際

社会は重要な局面を迎えている。長く準備がなされてきた，「国連平和支援活

動」の編成が急がれることとなるが，日本はこの活動に対し，資金面だけでは

なく，人的な貢献を積極的にしていくことが望ましいであろう。とくに，人権

監視の役割を担う人員を多数派遣することは，日本の提唱している「人間の安

全保障」の観点からも意義深いことであると言えるのではないであろうか。

スーダン問題の本質的解決は「民族自決の原則」に依拠することにしかない

と考えるが，近隣諸国および大国の利害はこれまでの歴史において，その本質

的解決を阻んできた24。今日においてもその構図は変化しておらず，新たな紛

争要因として石油開発に関わる権益も加わっている。

６年後に予定されている南部での住民投票の実施が実現できるか否か，ダル

フール地方の人道的危機に実効的な対応をすることができるかを含め，問題の

本質的解決は将来の課題である。同時に，国際社会としては今日，その存在が

危機に脅かされている者たちに対し，最大限の人道的援助を提供する必要性が

ある。もちろんそこにおいては「人道的援助が問題の本質的解決を遠ざけるか

たちで，スーダンの社会，個人，政治に影響を与える場合があった」とする批

判に耳を傾けながら，熟考のうえ最善の援助戦略を考案しなければならないこ

とは言うまでもない25。そこにおいては「理念に基づく原則」と「政治的現実

感覚」の両者をバランスさせた慎重かつ大胆な対応が求められていると言うこ

とができるであろう。
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